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国際クルーズの受入を再開します 
～国際クルーズ運航のためのガイドラインが策定されました～ 

 
我が国では、2020 年 3 月以降、国際クルーズの運航が停止しておりましたが、この度、関係業界団体

によるガイドラインが策定・公表され、日本における国際クルーズの受入再開に向けた準備が整いました

ので、お知らせいたします。 

 

本年 9 月 26 日に、政府の新たな水際対策の緩和措置として、「現在、国際線を受入れていない空港・

海港について、今後の就航予定に応じ、地方公共団体等の協力を得つつ、個別港ごとに受入に係る準備

を進め、これが整い次第、順次、国際線の受入を再開する」ことが発表されました。 

 

これを受け、外国クルーズ船社の業界団体である日本国際クルーズ協議会が「国際クルーズ運航のた

めの感染拡大予防ガイドライン（第１版）」を作成し、また、本邦クルーズ船社の業界団体である日本外航

客船協会が国際クルーズに対応した「外航クルーズ船事業者の新型コロナウイルス感染予防対策ガイド

ライン（第８版）」を、日本港湾協会が国際クルーズに対応した「クルーズ船が寄港する旅客ターミナル等

における感染拡大予防ガイドライン（第８版）」をそれぞれ改訂しました。 

 

国土交通省では、これらのガイドラインの内容について、感染症や危機管理等の専門家の方々からご

意見を頂くとともに、関係省庁と確認いたしました。本日（11/15）、各団体よりガイドラインが公表され、日

本における国際クルーズの受入を再開することとなりましたのでお知らせいたします。 

 

今後は、各クルーズ船社が、寄港を予定している港の関係者と受入れに関する協議を行い、合意を得

た上で、順次運航を再開することとなります。 

 

※各ガイドラインについては、下記をご参照ください。 

・国際クルーズ運航のための感染拡大予防ガイドライン（第１版）：https://www.wave.or.jp/cruise/index_jicc.html  

・外航クルーズ船事業者の新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（第８版）：https://www.jopa.or.jp/ 

・クルーズ船が寄港する旅客ターミナル等における感染拡大予防ガイドライン（第８版）：https://www.phaj.or.jp/guideline/index.html 

 


